
新庁舎特別版

平成 25 年 4 月 15 日4/15　2013
燕市役所 新庁舎

５月７日火から業務を開始

新庁舎概要・交通アクセス

●住所　〒 959-0295　燕市吉田西太田 1934 番地
●開庁時間　午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで
●閉庁日　土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12 月
　　　　　29 日～ 1 月 3 日）
●窓口延長・日曜窓口

【窓口延長】毎週水曜日（祝日は除く）
　　　　　  午後 5 時 15 分～ 7 時 30 分

【日曜窓口】毎月第 2 日曜日午前 8 時 30 分～正午
（取扱業務）…住民票、戸籍、印鑑証明、税務関係の
証明書の交付（所得証明は申告者のみ交付）、印鑑登
録 、納税 、パスポートの交付
●休日夜間受付　
　下記の業務については、閉庁時でも取り扱います（取
扱業務…死亡届、出生届、婚姻届などの受付、火葬許
可証の交付）。
●燕・分水サービスコーナー　
　利便性向上のため燕庁舎と分水公民館に住民票や各
種証明書などを発行するサービスコーナーを設置しま
す（サービスコーナーの取扱業務や詳細は広報つばめ
3 月 15 日号の 4 ページに掲載しています）。
・燕サービスコーナー☎ 0256・47・1717
・分水サービスコーナー☎ 0256・78・8500

庁舎棟 附帯施設棟

構　造 鉄筋コンクリート造
（免震構造） 鉄骨造

階　数 地上 4 階、塔屋 1 階 地上 1 階
延床面積 11,443.63 ㎡ 1,656.40 ㎡
敷地面積 35,932.63 ㎡
来庁者
駐車場

345 台
（うち、思いやり駐車場）35 台

開庁時間などのお知らせ
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●建設にあたっての基本方針

　新庁舎建設にあたり、平成 19 年度に策定し
た基本構想の中で、以下の 4 つの基本方針を
掲げました。
①無駄を省いたスリムな庁舎
②あらゆる人にやさしい、安全・安心な庁舎
③住民自治の拠点となる、親しまれる庁舎
④環境にやさしく、周辺環境と調和した庁舎
⇒これらの基本方針にある庁舎像を目指し、基
本計画の策定や設計、建設工事を進め、平成

25 年 5 月 7 日に開庁します。
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●交通アクセス

鉄道…JR 越後線 南吉田駅（最寄） 徒歩約 15 分
車…国道 116 号、国道 289 号、主要地方道燕分水線

●問い合わせ　

新庁舎の建設に関すること…管財課新庁舎建設室
（吉田庁舎）☎ 0256・92・2111（内線 226・227）
新庁舎の管理・運営に関すること…総務課総務係

（吉田庁舎）☎ 0256・92・2111（内線 332・333）



1階（市民生活部・健康福祉部・教育委員会）

番号 課名 業務内容
① 会計課

②・③ 総合証明窓口 住民票・戸籍謄抄本・印鑑登録・所得証明・課税
証明・納税証明・仮ナンバー

④～⑨ 市民課 転入・転出・住所変更・住居表示・戸籍届・パス
ポート・住基カード

⑩～⑮ 保険年金課 国民健康保険・医療費助成・後期高齢者・国民年
金

⑯～⑱ 子育て支援課 保育園・幼稚園・児童クラブ

⑲・⑳ 健康づくり課 各種健診・乳幼児健診・母子健康手帳・予防接種

福祉課 児童福祉・障がい者福祉・高齢者福祉・生活保護・
日赤・恩給・介護保険・介護予防3021～

2 階（市民生活部・都市整備部）

番号 課名 業務内容
①～④ 収納課 納税などの相談
⑤～⑪ 税務課 市民税・国民健康保険税・介護保険料・軽自動車税・固定資産税
⑫～⑭ 生活環境課 ごみ・ペット・墓地・公共交通・交通災害共済
⑮～⑰ 都市計画課 都市計画・公園緑地
⑱～　 下水道課 下水道使用料・受益者負担金・排水設備・下水道工事

土木課 土木工事・用地・道路水路占用・国土調査・道路維持・橋梁維持・河川治水
営繕建築課 建築指導・建築確認申請受付・公営住宅
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各階のフロア案内
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2723～
3028～

※窓口　は「福祉総合相談窓口」です。

　庁舎の 1階から 3階までは南側（図面下）に窓口と待合があり、中央が執務室、東西にエレベーター、階段、
トイレを配置し、各階同様な構造になっています。
　低層部１階と２階に市民利用の多い窓口・事業部門、３階に管理部門と一部の事業部門、４階に議会部門を配
置し、市民の利便性の向上を図ります。また、「総合証明窓口の設置と受付番号の表示化」「フロアマネージャー
の配置」「福祉総合相談窓口の設置」など窓口サービスの新たな取り組みを行います。

▲様々なイベントや催しな
ど、市民の皆さんの活動の
場として活用できます。

つばめホール

庁舎案内図

▲正面玄関に設置している
庁舎案内板です。一目で分
かりやすい表示になってい
ます。

２階執務室

▲開放的な空間となってお
り、各課連携を密にします。

3階（総務部・企画財政部・商工観光部・農林部・教育委員会などの行政委員会）

番号 課名 業務内容
①・② 防災課 防災対策
③ 選挙管理委員会事務局 選挙
④・⑤ 総務課 総務・人事・情報政策
⑥～⑨ 管財課 市有財産管理・入札・契約管理
⑩～⑬ 企画財政課 企画調整・行政改革・財政・予算
⑭～⑯ 地域振興課 地域振興・広報広聴・統計調査
⑰～　 学校教育課 教育総務・施設管理・小学校・中学校・教育相談

商工振興課 商工振興・新産業推進・観光振興
農政課 農政企画・農林環境・生産振興

農業委員会事務局 農業委員会3130～

4 階（議会部門）
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休日・夜間閉庁時の会議室などの施設利用について

　新庁舎では地域活動のための会議やイベントなど、市民のみなさんの活動の場として活用していただける
よう、つばめホール、会議室、まちづくり広場を休日や夜間に有料で貸し出します。
●対象者　市内に居住する人（在勤・在学を含む）／市内に事業所・事務所を有する法人その他の団体
※営利を目的とする販売、政治活動、宗教活動などの場合は使用できません。
●使用できない日　12月 29 日～翌年 1月 3日
●使用できる時間　平日…午後 6時～ 9時／休日（土曜、日曜日・祝休日）…午前 9時～午後 9時
●申込方法　使用日の 3月前から 7日前に所定の使用許可申請書を市役所総務課へ提出してください。

階 名称 広さ （午前）
午前9時～正午

（午後）
午後1時～ 5時

（夜間）
午後6時～ 9時 その他

1 階 つばめホール 213 ㎡ 1時間あたり　2,000 円
※ 1　冷暖房利用期間
は、2割加算（屋外、設
備を除く）
※ 2　入場料などを徴収
する場合は 2割加算

会議室 101 ～ 103 各 54 ㎡ 1,600 円 2,100 円 1,600 円

2階 会議室 201 88 ㎡ 2,600 円 3,500 円 2,600 円
会議室 202・203 各 35 ㎡ 1,000 円 1,400 円 1,000 円

屋外 まちづくり広場 4,575㎡ 1時間あたり　2,000 円
設備 プロジェクター － 1回あたり　1,000 円

●使用できる施設と使用料（平成25年度は 7月 1日から使用可能になります）
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2523～
2926～

▲各課の表示が分かりやす
くなっています。

3階案内表示

▲市の重要事項を審議し決
定します。

議場
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市役所新庁舎の窓口・問い合わせ一覧

階 部局 課名 係 番号
（0256）

1
階

会計課 会計係 77・8391

市民生活部 市民課

市民係
（総合窓口） 77・8122

市民係 77・8125
市民係

（パスポート
センター）

77・8126

健康福祉部 保険年金課

国保係 77・8132
年金医療係
（医療） 77・8133

年金医療係
（年金） 77・8136

教育委員会 子育て支援課 子育て支援係 77・8222
総務係 77・8225

健康福祉部

健康づくり課 健康推進係 77・8182

福祉課

児童福祉係 77・8186
障がい福祉係 77・8172
援護係 77・8173
総務係 77・8174
高齢福祉係 77・8175
介護保険係 77・8177
高齢福祉係
（FAX） 77・8138

2
階

市民生活部

収納課 収納係 77・8152
管理係 77・8155

税務課

市民税 1係
（市県民税） 77・8142

市民税 2係
（国保・介護・軽自） 77・8144
資産税 1係
（土地・償却） 77・8146

資産税 2係
（家屋） 77・8148

生活環境課 交通政策係 77・8162
環境政策係 77・8167

都市整備部

都市計画課
公園緑地係 77・8262
都市計画係 77・8263
事業係 77・8264

下水道課
計画管理係 77・8291
業務係 77・8293
工務係 77・8296

土木課

用地係 77・8271
建設係 77・8272
維持係 77・8275
管理係 77・8277

営繕建築課 建築指導係 77・8282
公営住宅係 77・8287

階 部局 課名 係 番号
（0256）

3
階

総務部

防災課 防災対策係 77・8381

総務課
総務係 77・8312
情報政策係 77・8315
人事係 77・8318

選挙管理委員会
事務局 選挙係 77・8313

管財課
契約管理係 77・8332
管財係 77・8334

新庁舎建設室 77・8336

企画財政部

企画財政課 企画チーム 77・8352
財政チーム 77・8356

地域振興課
地域振興係 77・8361
統計調査係 77・8362
広報広聴係 77・8363

教育委員会 学校教育課

指導係 77・8191
学校給食係 77・8212
学事保健係 77・8211
総務係 77・8195
学校教育課
（FAX） 77・8188

商工観光部 商工振興課
商工振興係 77・8231
新産業推進係 77・8232
観光振興室 77・8233

農林部 農政課
農政企画係 77・8242
農林環境係 77・8243
生産振興係 77・8245

農業委員会事務局 農地・農政係 77・8251

監査委員事務局 監査係 77・8371
監査係（FAX） 77・8373

4
階 議会事務局 議事課

議会係 77・8341

議会係（FAX） 77・8343

大代表電話番号　0256・92・1111／代表FAX番号　0256・92・2112
【相談ダイヤル】女性のための総合相談受付専用電話　0256・92・2121 ／こども悩み相談ダイヤル　0256・77・
8308／子育て・虐待相談ダイヤル　0256・77・8105／消費生活相談ダイヤル　0256・77・8302
【案内サービス】防災行政無線確認電話サービス　0256・77・8303

【下記の部署については、新庁舎には配置されませんの

で、それぞれの場所へお問い合わせください】

・教育委員会生涯学習課への問い合わせは、総合文化セ
ンター（☎ 0256・63・7001）へお願いします。
・教育委員会スポーツ推進課への問い合わせは、燕市体
育センター（☎ 0256・64・3091）へお願いします。
・水道局事業課への問い合わせは、水道局庁舎（吉田庁
舎となり）（☎ 0256・92・2191）へお願いします。
・保健センターへの問い合わせは、吉田保健センター（☎
0256・93・5461）へお願いします。　　　

　市役所新庁舎の開庁に伴い、問い合わせ先が下表のとおりとなります。新庁舎での業務開始は、５月７日㈫か
らですので、それまでは燕・吉田・分水庁舎へ問い合わせください。また、各係にダイヤルイン（直通）電話を
設置しますので、こちらもご利用ください。


